
議案第79号 

 

備前市の組織及びその任務に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

 

備前市の組織及びその任務に関する条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

 

令和3年8月31日提出 

 

備前市長  村 武 司 

 

 

 

 

 

備前市条例第 号 

 

備前市の組織及びその任務に関する条例の一部を改正する条例 

 

備前市の組織及びその任務に関する条例(平成19年備前市条例第45号)の一部を次のように改

正する。 

  

第2条中第6号を第7号とし、第5号を第6号とし、第4号の次に次の1号を加える。 

(5) 文化観光部 

第3条の表保健福祉部の項の次に次のように加える。 

文化観光部 

(1) 自然環境、文化、歴史等の地域資源を活用し、観光交流人口の拡大及び滞在型観光を推

進する。 

(2) 備前焼の技術と伝統を次世代に伝えていくため、備前焼の魅力を国内外に向けて発信す

る。 

第3条の表産業部の項中第8号及び第9号を削り、第10号を第8号とし、第11号から第13号まで

を2号ずつ繰り上げる。 

附 則 

この条例は、令和4年4月1日から施行する。 
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議
案
第
7
9
号
参
考
資
料
 

備
前
市
の
組
織
及
び
そ
の
任
務
に
関
す
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
 
 
 
正

 
 
 
案
 

現
 
 
 
 
 
 
 
行
 

(
組
織

) 

第
2
条
 
政
策
を
推
進
す
る
た
め
の
組
織
と
し
て
、
次
の
室
及
び
部
を
設
置
す
る
。
 

(
1
)
 

市
長
公
室
 

(
2
)
 

総
務
部
 

(
3
)
 

市
民
生
活
部
 

(
4
)
 

保
健
福
祉
部
 

(
5
)
 

文
化
観
光
部
 

(
6
)
 

産
業
部
 

(
7
)
 

建
設
部
 

(
組
織

) 

第
2
条
 
政
策
を
推
進
す
る
た
め
の
組
織
と
し
て
、
次
の
室
及
び
部
を
設
置
す
る
。
 

(
1
)
 

市
長
公
室
 

(
2
)
 

総
務
部
 

(
3
)
 

市
民
生
活
部
 

(
4
)
 

保
健
福
祉
部
 

(
5
)
 

産
業
部
 

(
6
)
 

建
設
部
 

(
任
務

) 

第
3
条
 
室
及
び
部
の
任
務
は
、
次
の
と
お
り
と
し
、
相
互
の
連
携
に
よ
り
、
一
体
と

な
っ
て
的
確
に
任
務
を
遂
行
す
る
も
の
と
す
る
。
 

市
長
公
室
～
保
健
福
祉
部
 
（
略
）
 

文
化
観
光
部
 

(
1
)
 
自
然
環
境
、
文
化
、
歴
史
等
の
地
域
資
源
を
活
用
し
、
観
光
交
流
人
口
の
拡

大
及
び
滞
在
型
観
光
を
推
進
す
る
。
 

(
2
)
 
備
前
焼
の
技
術
と
伝
統
を
次
世
代
に
伝
え
て
い
く
た
め
、
備
前
焼
の
魅
力
を

国
内
外
に
向
け
て
発
信
す
る
。
 

産
業
部
 

(
1
)
～

(
7
)
 
（
略
）
 

(
任
務

) 

第
3
条
 
室
及
び
部
の
任
務
は
、
次
の
と
お
り
と
し
、
相
互
の
連
携
に
よ
り
、
一
体
と

な
っ
て
的
確
に
任
務
を
遂
行
す
る
も
の
と
す
る
。
 

市
長
公
室
～
保
健
福
祉
部
 
（
略
）
 

     産
業
部
 

(
1
)
～

(
7
)
 
（
略
）
 
 

3



    (
8)

 
公

営
住

宅
の

整
備

及
び

充
実

並
び

に
市

民
ニ

ー
ズ

に
応

じ
た

宅
地

の
供

給

を
図
り
、
住
宅
環
境
の
整
備
を
推
進
す
る
。
 

(
9)

 
地

域
の

特
性

を
生

か
し

た
有

効
な

土
地

利
用

並
び

に
社

会
経

済
情

勢
及

び

市
民
意
識
を
反
映
さ
せ
た
都
市
計
画
事
業
を
推
進
す
る
。
 

(
1
0
)
 
自
然
を
生
か
し
た
身
近
な
公
園
、
緑
地
等
の
整
備
を
推
進
す
る
。
 

(
1
1
)
 
将
来
も
持
続
可
能
で
活
力
あ
る
ま
ち
を
目
指
し
、
人
口
増
加
・
定
住
対
策
を

図
る
。
 

建
設
部
 
（
略
）
 

(
8
)
 
自
然
環
境
、
文
化
、
歴
史
等
の
地
域
資
源
を
活
用
し
、
観
光
交
流
人
口
の
拡

大
及
び
滞
在
型

観
光
を
推
進
す
る
。
 

(
9
)
 
備
前
焼
の
技
術
と
伝
統
を
次
世
代
に
伝
え
て
い
く
た
め
、
備
前
焼
の
魅
力
を

国
内
外
に
向
け

て
発
信
す
る
。
 

(
1
0
)
 

公
営

住
宅

の
整

備
及

び
充

実
並

び
に

市
民

ニ
ー

ズ
に

応
じ

た
宅

地
の

供
給

を
図
り
、
住
宅

環
境
の
整
備
を
推
進
す
る
。
 

(
1
1
)
 

地
域

の
特

性
を

生
か

し
た

有
効

な
土

地
利

用
並

び
に

社
会

経
済

情
勢

及
び

市
民
意
識
を
反

映
さ
せ
た
都
市
計
画
事
業
を
推
進
す
る
。
 

(
1
2
)
 
自
然
を
生

か
し
た
身
近
な
公
園
、
緑
地
等
の
整
備
を
推
進
す
る
。
 

(
1
3
)
 
将
来
も
持

続
可
能
で
活
力
あ
る
ま
ち
を
目
指
し
、
人
口
増
加
・
定
住
対
策
を

図
る
。
 

建
設
部
 
（
略
）
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